
筑後川下流用水事業所看板掲示式について 

 

本年４月１４日、筑後川下流用水総合対策事業に係る事業実施計画

が主務大臣（農林水産大臣）に認可されたことにより、同１５日、独

立行政法人水
みず

資源
し げ ん

機構
き こ う

筑後川下流用水事業所が発足しました。 

これを記念し、看板掲示式を以下のとおり執り行います。 

 

１．日  時 令和５年５月３０日（火）10:10～10:30 

 

２．場  所 福岡県久留米市安武町武島２３－１ 

独立行政法人水資源機構筑後川下流用水事業所 

（事業所２Ｆ玄関） 

 

３．実施内容 事業所看板の披露、関係各位による写真撮影 

 

４．そ の 他  ご質問等があれば、写真撮影等終了後に事業所長

が対応いたします。 

 

 

令和５年５月２３日 

独立行政法人水資源機構筑後川局 

 

発表記者クラブ  

久留米市政記者クラブ       

佐賀県政記者クラブ        

 

 

問い合わせ先 

独立行政法人水資源機構筑後川局 

           総務課長 穴見（あなみ） 

住 所：福岡県久留米市東町４２－２１ 

電 話：０９４２（３４）７００１       

 

 



別紙 

筑後川下流用水総合対策事業の概要 

 

 


